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アンダーショーツ（タイツ）の色彩について 

 

 

競技者がショーツの下にアンダーショーツやタイツを外に露出して着用する場合、

その色彩は、下記のとおりになります。 

 

 

記 

 

１． 色彩 
① アンダーショーツやタイツの長さにかかわらず、その主たる色はショーツの主

たる色と同じ（同系色は、認められない） 

② 単色 

 

２． 理由 
ショーツとタイツの色を同色にすることにより、両チームの競技者の識別をより

確実に行うことができるようにするため 

 

 以上 

 

 

＜参考条文＞ 

競技規則 2007/08  

第４条 競技者の用具 

基本的な用具 

競技者が身につけなければならない基本的な用具は次のものであり、それぞ

れに個別のものである。 

● ジャージーまたはシャツ ‐ アンダーシャツを着用する場合、その袖

の主たる色はジャージーまたはシャツの袖の主たる色と同じにする。 

● ショーツ ‐ アンダーショーツを着用する場合、その主たる色はショ

ーツの主たる色と同じにする。 

● ストッキング 

● すね当て 

● 靴 
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